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１ 保育園・認定こども園・地域型保育施設について 
 ◆保育園は、保護者が就労や病気等の理由により、家庭でお子さまを保育できない場合

に、保護者にかわり保育する児童福祉施設です。入園には保育要件（下記２を参照）

が必要です。 

 ◆認定こども園は、保育園と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。保護者の保育要件の有

無に関わらずにお子さまを預けることができます。また、地域における子育て支援を

行う機能もあります。大町市には３つの認定こども園があり、いずれも７時 30 分～ 

18 時 30 分まで開所しています。 

 ◆地域型保育施設は、０歳児から２歳児までのお子さまを対象とした、小規模保育を実

施する施設です。大町市には、家庭的保育事業を提供する施設があり、８時～17 時

まで開所しています。 

入園には、保育園と同じく就労などの保育要件が必要です。 

 

２ 入園できる要件 
◆対象児童は大町市に住民票があり、小学校就学前である必要があります。 

（１）保育認定の場合（保育園・認定こども園（保育部分）・地域型保育施設） 
・保護者が次の“要件”のいずれかに該当している必要があります。 

入園の要件 内  容（証明書等の手続き関係は６ページへ） 

① 就 労 １か月あたり６０時間以上の労働を常態としている 

② 母親の出産等 

3 歳未満児：出産予定月の前 3 か月から出産月の後 3 か月のうち必要な

期間 

3 歳以上児：妊娠がわかった時から出産月の後 3 か月のうち必要な期間 

③ 疾病・障がい 疾病にかかっている、負傷している、精神または身体に障がいがある 

④ 介護・看護 同居の親族を１か月あたり６０時間以上介護または看護している 

⑤ 災害復旧時等 地震、風水害、火災等の災害復旧にあたっている 

⑥ 求職活動 
求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っている 

求職活動による保育利用期間は 3 か月を限度とする 

⑦ 就 学 
大学、専修学校等に在学している、または職業訓練校などで職業訓練を

受けている等、１か月あたり６０時間以上の就学 

⑧ 育休継続 
育児休業取得時に、既に保育園等を利用しているお子さま（３歳児クラ

ス以上児（※）に限る）がいて継続利用が必要であること 

⑨ 家庭保育 
入園するお子さまのほかに、３歳未満のお子さんを家庭で保育している

（３歳以上児の入園に適用） 

⑩ 虐待・DV 虐待や DV（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）がある、またはその恐れがある 

※令和８年４月１日時点で３歳を迎えているお子様（４月１日時点で３歳未満の場合は対象外） 
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・八坂地区、美麻地区にお住まいで、認定こども園に通園できない３歳以上児のお子さまに 

限り、保育園入園要件を満たしていなくても保育園が利用できる「特別利用保育」を実施して

います。なお、利用には 2,500 円の費用が発生します。この費用は保育無償化（※P１０参照）

の対象外となります。 

 

（２）教育認定の場合（認定こども園（教育部分）） 
 ・満３歳を迎えた日以降から無償化の対象として利用できます。（１）の保育要件は必要

ありません。 

 

３ 支給認定手続きについて  

 ◆保育園や認定こども園を利用する前に、教育・保育の必要量に応じた『支給認定』を

市から受ける必要があります。 

（１）認定の種類について 
認定

区分 
対象となるお子さま 利用できる施設 教育・保育の時間 

１号

認定 

満３歳以上で就学前のお子さま 

保護者の就労等の入園要件はなし 
・認定こども園 

４時間程度の教育標準時

間（各園で異なる） 

２号

認定 

満３歳以上で 

保育を必要とする就学前のお子さま 

・保育園 

・認定こども園 

１１時間の保育標準時間

又は８時間の保育短時間 

３号

認定 

満３歳未満で 

保育を必要とする就学前のお子さま 

・保育園 

・認定こども園 

・地域型保育施設 

１１時間の保育標準時間

又は８時間の保育短時間 

（地域型保育施設は短時

間保育のみ） 

◇支給認定のフロー 
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（２）教育・保育時間について 
認定区分 保育時間 認定の条件 

教育標準時間 
９：00～ 

14：00/14：30（※） 

満３歳を迎えていること 

保育要件は必要ありません 

保育短時間 
8：30～16：30 

（８時間） 

保護者が月 60 時間以上の勤務など 

（保護者のいずれかがパートタイム勤務等） 

保育標準時間 
7：30～18：30 

（１１時間） 

保護者が月１２０時間以上の勤務など 

（保護者のいずれもがフルタイム勤務等） 

 ※保育終了時間が園ごと異なりますが、概ね 14：00～14：30 頃となります。 

   ・家庭的保育事業施設は、保育短時間認定児のみのお預かりです。 

    ８時～8 時 30 分と 16 時 30 分～17 時までの時間外保育があります。 

・育休継続要件、求職活動要件及び家庭保育要件で保育園に通園している園児は保

育短時間の認定となります。 

・産前産後要件、災害復旧要件及び虐待・DV 要件で保育園に通園している園児は

基本的に保育標準時間の認定となります。 

・必要に応じて有料で時間外保育を利用することが可能です。 

 

（３）保育時間の選び方について 
  就労時間等により保育短時間（８時間）または保育標準時間（１１時間）を選びます。 

例…「父・母ともに年間を通して、週５日８時間勤務」 

   →保育標準時間を選びます。（月１２０時間以上の勤務） 

  例…「父は 8 時間勤務で、母はパートの 6 時間勤務で、午後 4 時 30 分までには保

育園へ迎えに行ける」（月６０時間以上の勤務） 

   →保育短時間を選びます。 

  例…「父は 8 時間勤務で、母はパートで通常は午後 4 時 30 分までには保育園へ迎え

に行けるが、会社の決算や棚卸しで 12 月と 3 月が残業となる」 

   →保育短時間で申請し、必要に応じて時間外保育（月額）を申し込みます。 

   ※就労状況等が変更となったときは保育時間を変更することも可能です。 

 

（４）時間外保育（延長保育）の利用について 
  保育短時間（8 時 30 分～16 時 30 分）認定を受けて、時間までに迎えに来ること 

ができない場合は、時間外保育を利用することができます。また、保育園のみ、保育標 

準時間認定の場合も 18 時３０分～19 時まで、時間外保育を利用することができます。 
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４ 入園申込み手続きについて 
 ◆お子さま１人につき１枚「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定

申請書（入園申込書）」を記入し、必要書類を添付して子育て支援課児童係に提出して

ください。私立園は、入園希望園へ直接提出してください。 

 ◆申請内容に虚偽があった場合は、入園決定の取消等を行う可能性があります。 

【保育園のみ】育児休業明けなど、年度途中で入園を希望する場合は、仮申請を行って

ください。仮申請は６月以降の入園が対象となります。入所希望日が近くなりましたら

本申請のご案内を送付いたしますので、入園希望月の前々月末（土日祝の場合は開庁日）

までに本申請をお願いします。 

 

 

（１）施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書（入園申込書） 
（２）各種証明書類  （保育を必要とする要件がわかるもの） 
   ※１号認定の申請及び仮申請には不要です 

保育を必要とする理由 提出書類 添付書類 

就

労 

常勤・パート・内職の方 就労証明書（様式１）  

自営業・農業等の 

主の方 
就労証明書（様式１） 確定申告書のコピー  

自営業・農業等の 

事業専従者 
事業従事状況証明書（様式２） 

事業主の確定申告書の  

コピー又は源泉徴収票  

求職活動 求職に関する申立書（様式３）  

起業準備 就労証明書（様式１） 

店舗賃貸借契約書、開業届

のコピー、事業計画書、起

業までのスケジュール表等  

母親の出産等 

就労証明書（様式１） 

※産前・産後休業、育児休業を

取得する場合 

母子手帳のコピー 

（母親の氏名及び出産予

定日が分かるもの）  

育休継続 
就労証明書（様式１） 

※育児休業期間の記載が必要 

母子手帳のコピー 

（母親の氏名及び出産予

定日が分かるもの） 

家庭保育 
提出書類は不要 

※申請書の家族構成で確認 
 

保護者の疾病・障がい等 医師による診断書（様式４） 障害者手帳等のコピー  

同居の親族の介護・看護 介護・看護状況申告書（様式５） 
障害者手帳等のコピー又は

医師による診断書（様式４） 

災害復旧時等 罹災証明書  

就学 
学生証等のコピー及び就学時間

の分かる資料 
 

虐待・DV 事前に子育て支援課へご相談ください 

 

 

手続きに必要なもの 
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※申し込み状況によっては、希望された園に入園できない可能性があります。 

※転園や申込者の減少等によりクラス人数が減少し、集団保育体制が取れない場合には、

集団保育の重要性を鑑み、新年度に転園をお願いする場合があります。 

 

（３）該当する場合に必要な提出書類 
 

該当事項 提出書類 

（4 月～8 月に入園希望）

令和７年 1 月 1 日時点で 

大町市に住民票がない方 

保護者の令和７年度所得・課税・扶養証明書（配偶者控除

等を取っていることが分かる書類） 

※前住所地の市町村役場から取り寄せてください（令和 7

年度市町村民税･県民税特別徴収税額の通知書でも可） 

（9 月以降に入園希望） 

令和８年 1 月 1 日時点で 

大町市に住民票がない方 

保護者の令和８年度所得・課税・扶養証明書（配偶者控除

等を取っていることが分かる書類） 

※令和８年 6 月以降に取得可能（自治体によって時期が異

なる場合があります。） 

ひとり親世帯（離婚成立又

は未婚、死別）の場合 
児童扶養手当証書のコピー 

ひとり親世帯で、児童扶養

手当を受給していない場合 
全部事項証明書【戸籍謄本】 

離婚調停中で、保護者等の

「保育の必要性の証明」が

提出できない場合 

調停証明書等のコピー 

同居の親族に障がい者手帳

等をお持ちの方がいる場合 
障がい者手帳等のコピー 

入園申込み時に、まだ生ま

れていないお子さんの仮入

園申込をする方 

生まれてくるお子さんの母子手帳のコピー 

（保護者の氏名が記載されたページと、出産予定日が記載

されたページ） 

※ご不明な点はご相談ください 

※６５歳以上の方の証明は不要です。ただし、同居するご家族等で身障手帳等をお持ち

の方はコピーを提出してください。（保育料に影響する場合があります） 

※求職中や転職の場合、就職が決まったら必ず就労証明書を速やかに提出してください。 

   未提出の場合は、状況確認をさせていただきます。 

 

（４）利用調整について（保育園のみ） 
  近年、未満児の入園申込者が非常に多く、希望とおり入園できないケースが増えていることか

ら、受入定員を超えて入園申込があった場合には、大町市保育所等利用調整基準表に基づき、優

先順位を決定することとしています。 
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５ 保育料等について 
（１）保育料の算定方法について 
  保育料の算定は、お子さまと同一世帯に属して生計を一にしている父母またはそれ 

以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合に限る）の市町村民税額の合計額により 

決められます。同一家庭の兄弟姉妹が入園となる場合は、保育料の軽減措置があります。 

  ☆ ４月～８月分の保育料・・・前年度の市町村民税額から算定 

  ☆ ９月～３月分の保育料・・・当年度の市町村民税額から算定 

それぞれ、保育料決定通知書によりお知らせします。 

※確定申告等により当年度の税額が変更になった場合でも、既に納付していただい 

た保育料の還付はいたしません。 

 

◆３号認定（3 歳未満児クラス）の保育料（大町市保育料徴収基準額表より） 

階層 税額による世帯の階層区分 
保育料 

（標準時間） 

保育料 

（短時間） 

第 1 生活保護法による被保護世帯 0 円 0 円 

第 2 市町村民税非課税世帯 0 円 0 円 

第 3 

ひ と り 親 世 帯 等 で 所 得 割 額 が

48,600 円未満 
7,000 円 6,000 円 

上 記 以 外 の 世 帯 で 所 得 割 額 が

48,600 円未満 
15,000 円 13,000 円 

第 4 

ひ と り 親 世 帯 等 で 所 得 割 額 が

48,600 円以上 77,101 円未満 
9,000 円 9,000 円 

上 記 以 外 の 世 帯 で 所 得 割 額 が

48,600 円以上 97,000 円未満 
22,000 円 20,000 円 

第５ 所得割額が 169,000 円未満 33,000 円 31,000 円 

第 6 所得割額が 301,000 円未満 52,000 円 50,000 円 

第 7 所得割額が 397,000 円未満 62,000 円 60,000 円 

第 8 所得割額が 397,000 円以上 72,000 円 70,000 円 

※この表における所得割額は、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除等を控 

除する前の額となります。 

※３号認定のお子さんは、３歳の誕生日の前々日までが３号認定の有効期間となり、その翌日か

らは２号認定となりますが、２歳児クラスに在籍する年度中の保育料については、３号認定の

ままとなります。 

※保育料は市が一律算定するため、保育園と私立園で保育料は変わりません。 

※里親へ委託されているお子さまの保育料は無料となります。 

   

（２）食材料費（副食費）について 
  2 号認定のお子さまの食材料費（副食費）は無償化の対象外であるため、実費をご負担いただ

いております。 
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（３）保育料等の減免制度について 
  多子世帯等の負担軽減のため、下記のとおり保育料等の減免を行っています。 

国
及
び
市
の
減
免
制
度 

 減 免 の 要 件 対   象 減免率 

保
育
料 

園児が第２子以降の場合 第２子 50％ 

第３子以降 100％ 

所得割額が 57,700 円未満の世帯 第１子 50％ 

第 2 子以降 100％ 

所得割額が 77,101 円未満のひとり親世帯

等 

第１子 50％ 

第 2 子以降 100％ 

副
食
費 

園児が小学校就学前子どもの第 3 子以降の

場合（1 号認定の場合は小学校 3 年生まで

の中で第 3 子以降） 

第 3 子以降 100％ 

・1 号認定で所得割額 77,101 円未満 

・2 号認定で所得割額 57,700 円未満 

（ひとり親世帯等に限り、77,101 円未満） 

対象全て 100％ 

 

（４）幼児教育・保育の無償化について 
① 3 歳児から 5 歳児クラスの全てのお子様（２号認定児童）の保育料 

  無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校就学前までの３年間 

  ※時間外保育料及び給食提供に係る食材費（副食費）は無償化の対象外 

 ② 満３歳から卒園までの教育認定（１号認定）のお子様の利用料（未移行幼稚園は上限あり） 

③ 住民税非課税世帯の 0 歳から２歳までのお子様の保育料 
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ご自身の家庭状況、お子さまの年齢に基づいて選択していくと、無償化の該当区分 

が分かります。 
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６ 保育サービスについて 
 

保育園 定員 時間外保育 未満児保育 
希望保育 

（土曜保育） 

アレルギー 

対応 

はなのき保育園 

（大町若宮町） 
150 名 ○ 

○ 
（生後 6 か月～） 

○ ○ 

あすなろ保育園 

（常盤清水） 
180 名 ○ 

○ 
（満 1 歳～） 

― ○ 

しらかば保育園 

（平白樺） 
60 名 ○ 

○ 
（1 歳 6 か月～） 

― ― 

どんぐり保育園 

（社山下） 
60 名 ○ 

○ 
（1 歳 6 か月～） 

― ― 

たけのこ保育園 

（八坂大平） 
45 名 ○ 

○ 
（2 歳児～） 

― ― 

み あ さ保育園 

（美麻二重） 
45 名 ○ 

○ 
（2 歳児～） 

― ― 

く る み保育園 

（大町栄町） 
110 名 ○ 

○ 
（満 1 歳～） 

― ○ 

大町幼稚園 

（大町神栄町） 
45 名 ○ 

○ 
（概ね 1 歳 8 か月～） 

○ ○ 

こまくさ幼稚園 

（大町六九町） 
８0 名 ○ 

○ 
（概ね 1 歳 8 か月～） 

○ ○ 

りんどう幼稚園 

（平借馬） 
70 名 ○ 

○ 
（１歳児～） 

○ ○ 

きらり大町総合 

病院園 

（大町高見町） 

未満児 5 名 

○ 

（保育短時間の前後

30 分のみ） 

○ 
（生後６か月～） 

○ ― 

※しらかば・どんぐり・たけのこ・みあさ保育園の幼児クラスは、異年齢児を同じクラスで預かる

混合保育です。 

※保育園での希望保育（土曜保育）は、はなのき保育園で集約して実施しています。 

はなのき保育園以外の保育園に入園している園児も、利用可能です。 

認定こども園と地域型保育事業施設は、それぞれの園で土曜保育を実施しています。 

※食物アレルギーや疾病の状況・年齢等を考慮し、他園への入園をおすすめすることがあります。 

※申し込み状況によっては、希望された園に入園できない可能性があります。 

※転園や申込者の減少等によりクラス人数が減少し、集団保育体制が取れない場合には、 

集団保育の重要性を鑑み、新年度に転園をお願いする場合があります。 
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７ 利用手続き Q&A 
  

◆申込手続き関係 

Q1 大町市へ転入予定ですが、入園申込みはできますか？ 

A1 入園月の前月末までに大町市に住民票を移すことが確実であれば申込可能です。 

入園月の前月末までに大町市に住民票がない場合は、入園決定を取り消す場合があります。 

 

Q2 年度の途中からでも入園申込はできますか？【随時申込】 

 A2 申込可能です。入園希望月の前々月末（土日祝の場合は翌開庁日）までに子育て支援課児

童係へ必要書類を提出してください。（保育園のみ） 

   認定こども園の途中入園は、それぞれの園にお問合せください。 

随時申込は定員に空きがない等の理由でご案内できない場合があります。 

 

 Q3 まだ生まれていない子どもの申込はできますか？ 

 A3 申込可能です。出生前の申し込みは「仮申込」となりますので、出生届の手続きが完了し

たら、子育て支援課までご連絡ください。 

 

 Q4 入園要件を「求職活動」で申込を完了しましたが、その後就職が決まりました。 

入園要件の変更は可能ですか？ 

 A4 申込をした受付期間中であれば、変更可能です。 

   なお、入園の要件を変更する際は、必要書類を提出してください。 

 

 Q5 求職活動による保育利用期間は 3 か月となっていますが、その期間内に就職が決まらな 

かった場合はどうなりますか？ 

 A5 退園となります。認定こども園の場合は、１号認定に変更が可能です。 

 

 Q6 育児休業から職場に復帰する予定ですが、入園の予約はできますか？（保育園のみ） 

 A6 職場への復帰時期が確認できる就労証明書を添付の上、申込受付期間中に仮申込をし、 

入園希望月の前々月末（土日祝の場合は翌開庁日）までに本申請をお願いします。 

 

 Q7 入園申込の際に優先順位などはありますか。（保育園のみ） 

 A7 保育の必要性が高いと認められる方からの入園となります。例えば「求職活動中」で入園

申込をされた方は、「就労」の要件で申し込まれた方より優先度が下がります。P７の「利

用調整について」をご確認ください。 
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 Q8 申込書の利用希望施設欄は第５希望まで記載する欄がありますが、第５希望まで書かない

といけないですか？ 

 A8 第５希望まで全て書く必要はありませんが、利用調整によって入園する園が決まっていく

ため、第５希望まで書くことを推奨します。なお、０ .１歳児で入園可能な園が５園以下の

場合は、第５希望まで記載していただく必要はありません。 

    

 Q9 育児休業中も引き続き保育園を利用したいのですが、可能でしょうか？ 

 A9 育児休暇取得時に既に保育園を利用している３歳児クラス以上のお子さまは、 

継続利用が必要であれば可能です。（３歳未満のお子さんはご利用できません） 

（保育園のみ） 

利用調整の結果継続利用ができない場合はご了承ください。なお、育休継続利用の場合は、

保育短時間認定となり、時間外保育の月額申込は不可となります。 

 

 Q10 育休継続要件での利用期間はいつまでですか？ 

 A10 認定の有効期間は育休の終了日までとなります。職場復帰する場合は継続利用が可能で

すが、退職する場合は退園となります。認定こども園の場合は、１号認定に変更が可能

です。 

 

Q11 出産を控えているため、上の子を保育園に預けることは可能でしょうか？ 

 A11 3 歳以上児は妊娠がわかった時から、出産月の後 3 か月間のうち必要な期間利用が可能

です。３歳未満児については、出産予定月の前 3 か月、出産月の後 3 か月のうち必要な期

間利用が可能です。いずれの場合も基本的に保育標準時間認定ですが、希望により保育短

時間認定とすることも可能です。 

   【上の子が 3 歳未満児の場合の利用例】 

   出産予定日が９月 15 日の場合、利用期間は 6 月 1 日～12 月 31 日まで 

※出産日が、出産予定日の属する月の前月もしくは翌月にずれた場合は、認定期間終了日

も変更になります。 

 

 Q12 「家庭保育要件」での入園はどのような場合に適用になるのでしょうか。 

 A12 令和７年度より、３歳未満のお子さんを家庭で保育している場合の育児負担軽減のため、

上のお子さんが３歳以上児の場合には「家庭保育要件」での入園が可能となりました。「家

庭保育要件」での入園は、保育短時間認定で、時間外保育の月額利用は不可となります。 

 

Q13 就労要件の就労時間に、通勤時間や残業時間は含みますか？ 

A13 通勤時間と残業時間は含めません。ただし、休憩時間は含めることができます。 

   就労時間の算定は、実際の就労時間ではなく、雇用契約上の就労時間で計算しています。 
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Ｑ14 パートを２か所で掛け持ちしていますが、それぞれ就労時間が 60 時間を超えていない

といけないのですか？ 

Ａ14 複数の事業所で就労している場合、それぞれの月の就労時間の合計が 60 時間を超えて

いれば、就労要件を満たすことができます。 

 

 Q15 運転免許取得を目的として、自動車教習所へ入校します。就学要件で入園はできますか？ 

A15 自動車教習所への入校は就学要件として認められません。一時保育等をご利用ください。 

 

 

◆入園後の諸手続き関係   

 Q16 フルタイム勤務になったため、保育時間を変更することはできますか？  

 A16 変更後の勤務時間が分かる就労証明書を添付の上、支給認定変更申請書を提出してくだ

さい。  

 

 Q17 保護者の勤務先が変更になった場合は手続きが必要ですか？ 

 A17 新しい職場の就労証明書を速やかに提出してください。 

 

 Q18 育休継続要件で利用していたが、退職して求職活動する場合は継続利用が可能ですか？ 

 A18 入園の要件が変更になる場合は再度入園申込が必要ですので、申込期限までに申込をお

願いします。利用調整の結果継続利用ができない場合はご了承ください。 

なお、育休継続要件から職場復帰する場合の申込は不要です。  

 

 Q19 公立保育園での普段の持ち物などが記載されたものはありますか？ 

 A19 この入園申込ガイドとは別に、持ち物などをまとめた冊子を準備しておりますのでご確

認ください。なお、私立園は各園にお問合せください。 

 

◆保育料関係 

 Q20 離婚・再婚しました。保育料は変わりますか？ 

 A20 変更となる場合があります。その場合は支給認定変更申請書の備考欄にその旨を記入し

ていただき、必要書類があれば合わせてご提出ください。なお、変更後の保育料は翌月

から収めていただきます。 

 

 Q21 第３子を３号認定で入園させたいのですが、保育料の軽減はありますか？ 

 A21 長野県と市で共同で行う「保育料軽減事業」により、令和６年４月１日から第３子の保

育料は無償化されました。 
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 Q22 2 号認定子どもの副食費は無料にならないのですか？ 

 A22 副食費は無償化の対象外のため、無料にはなりません。 

   ただし、保護者の年収が 360 万円未満の世帯と、第 3 子以降の子どもについては、 

副食費が免除となります。 

 

 Q23 公立保育園での保育料や副食費の支払い方法を教えてください 

 A23 口座振替と納付書払いの２種類があります。口座振替の場合は、月末に自動的に引き落

としとなります。市では、便利な口座振替での支払いを推奨しています。毎月 25 日ま

でに金融機関でお手続きしていただくと、翌月分から適用されます。詳細は児童係また

は保育園へお問合せください。私立園は、各園にお問合せください。 

 

 Q24 ９月から保育料が変わりました。なぜですか？ 

 A24 基準となる年度の切り替えが、９月に実施されるためです。基準となる年とその前年の

保護者の所得を比較した際に、所得に大きな変化があった場合は保育料が変わることが

あります。 

 

 Ｑ25 保育園・認定こども園・地域型保育施設はそれぞれ保育料が違うのですか？ 

 Ａ25 保育料は市が算定するため、入所する施設によって保育料が変わることはありません。

（私的契約及び認可外保育施設を除く）
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◇◇◇ お問い合わせ先 ◇◇◇ 

保 育 園 等 名 住      所 
電話・有線・FAX 

（市外局番：0261） 

大町市はなのき保育園 大町市大町 3504 番地 9（若宮町） 
２２－０６７５ 

（子育て支援センター） 
２２－２１３２ 

大町市あすなろ保育園 大町市常盤 3601 番地 18（清水） ２２－０７２７ 

大町市しらかば保育園 大町市平 9365 番地 3（白樺） ２２－１６６７ 

大町市どんぐり保育園 大町市社 4682 番地 26（山下） ２２－２００２ 

大町市たけのこ保育園 大町市八坂 1073 番地（大平） ２６－２０１８ 

大町市みあさ保育園 大町市美麻 11780 番地 8（二重） 
２２－０４２０ 

（市役所児童係） 

大町市くるみ保育園 大町市大町 5560 番地 25（栄町） 
２２－５１４２ 

（Ｆａｘ）22-3711 

幼保連携型認定こども園

大町幼稚園 
大町市大町 2663 番地 1（神栄町） ２２－０６０４ 

幼保連携型認定こども園 

りんどう幼稚園 
大町市平 5424 番地 1（借馬） ２３－２６１１ 

幼稚園型認定こども園 

こまくさ幼稚園 
大町市大町 4170 番地 2（六九町） ２２－１１３４ 

家庭的保育事業施設 

きらり大町総合病院園 
大町市大町 3122 番地 6（高見町） ８５－２５２８ 

大町市児童センター 大町市大町 4714 番地（十日町） ２２－０７４１ 

病児・病後児保育室 

北アルプスキッズルーム 
大町市大町3130番地（大町総合病院内） 080-2562-4925 
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メモ 
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【保育園のみ】電子申請フォームへのアクセスはこちら 

 

大町市ホームページ → 市民の方へ → 子育て・教育 → 保育園・幼稚園・児童センター → 

令和８年度の保育園入園申込について → 「令和８年度 保育園入園申込み受付について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※認定こども園を希望される場合は、各園へお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大町市役所 子育て支援課 児童係 

      長野県大町市大町３８８７番地 

電話 ０２６１-２２－０４２０  

（内線）６８１・６８２・６８３ 

    Ｅ-mail：zidou@city.omachi.nagano.jp 

      http://www.city.omachi.nagano.jp/ 
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